
●議会改革行動指針の具体案について＜総括＞                                          

議会改革行動指針 
基本理念 

●具体案と審議等の状況 
総  括 

（審議結果など） 

１ 市民との連携 
 

 1-1 魅せる議会を目指しま

す。 

 

●土日・夜間の本会議開催 

【審議等の状況】（審議済み：実施しない(現状のままとする)こととした） 
 

現在は Web上でも映像配信

しており、今後は ICT化が主

流となることや、対応する職

員に係る経費等も考慮し、実

施する必要がないと判断。 

●本会議場のバリアフリー化 

【審議等の状況】（申し送り） 

多額の費用を要するた

め、新庁舎建設時の課題と

する。 

●本会議場内表示モニターの有効活用 

【審議等の状況】（申し送り） 
 

タブレット端末の活用を

優先に、ICT化に向けた取り

組みと併せて継続して検討

していく。 

●報道機関との意見交換 

【審議等の状況】（審議済み：実施スタイルの決定） 

基本的に正副議長が行う

が、必要に応じ各委員会の

正副委員長、または各委員

会で対応することが好まし

いとした。 

1-2 議会への関心を高めま

す。 

 

 

 

 

●議会だよりのリアルタイム発行 

【審議等の状況】（実施済み） 
    

既に広報広聴委員会に委

ねられ、随時実施している。 

●常任委員会へのインターネット中継の拡大 

【審議等の状況】（実施済み） 

令和元年７月より実施し

ている。 

●議会掲示板の設置箇所の増加 

【審議等の状況】（実施済み） 

市の関係施設をはじめと

し、掲示場所を追加設置し

ている。 

1-3 多くの意見を聴取しま

す。 

●議会広報委員会に広聴機能の追加 

【審議等の状況】（審議済み：広報委員会に広聴機能を持たせることを決定） 

広報委員会への広聴機能

の追加に伴い、会議規則に

おいて必要な改正を行っ

た。 

●出前講座・意見交換会の実施 

【審議等の状況】（審議済み：意見交換会の実施に係る基本事項の決定） 

◎基本事項 

・直近の議会報告 

・（大きな）テーマ毎の意見交換 

・分野を問わない懇談 

上記の３要素を組み入れることを目安とする。 
 

意見交換会などは、本委

員会で基本事項を決め、広

報広聴委員会で実施するこ

ととし、詳細な手法は広聴

広報委員会に委ねることと

した。 

 

 ◆高校生との意見交換会（稚内高校・稚内大谷高校） 

【審議等の状況】（実施済み：令和元年度に実施） 

・稚 内 高 校（２年Ａ組）：令和元年 11月５日 11：50～12：40 

・稚 内 高 校（２年Ｂ組）：令和元年 11月５日 13：25～14：15 

・稚 内 高 校（２年Ｃ組）：令和元年 11月５日 14：25～15：15 

・稚 内 高 校（２年Ｄ組）：令和元年 11月８日 13：25～14：15 

・稚 内 高 校（２年Ｅ組）：令和元年 11月８日 14：25～15：15 

・稚内大谷高校（３年Ａ組）：令和２年１月 24日 13：25～15：15 
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議会改革行動指針 
基本理念 

具 体 案 

（審議等の状況） 

総  括 

（成果など） 

２ 議員間の連携 
 

 2-1 常に研鑽し合います。 ●先進地視察と報告書等のインターネット公開 

【審議等の状況】（実施済み） 

視察報告書は、継続して

ホームページに掲載する。 

●地元での研修会の開催及び専門的知見の活用 

【審議等の状況】（実施済み） 

既に実施している各種制

度を利用したセミナーを開

催など、今後も研修機会を

充実させる。 

2-2 積極的に合意形成を図

ります。 

●議員間討議の導入  

【審議等の状況】（審議済み：導入に向けた基本事項の決定） 

        ◎導入に向けた基本事項 

・対象の会議：常任委員会、議案特別委員会、予算特別委

員会、決算特別委員会、全員協議会 

・取扱う議題：議員提案の議案、市長提案の議案、請願・

陳情、議長または委員長が特に認めるもの 

・時 間 等：１議題 30分以内。発言の制限はしないが、

会期日程に影響が出ないように議長又は委

員長が判断。議題数は、議長又は委員長の

采配に任せる。 

・そ の 他：公開が基本。報道の入室や傍聴も許可し、

執行部も同様の扱いとする。 

本委員会で決めた基本事

項をもとに、今後は詳細な

実施要項などを整備し、ス

ムーズに実施できるよう申

し送る。 

また、議会からの政策提

言については、議員間討議

の熟度が増したうえで実現

できるものと捉えており、

議員間討議の充実を優先す

るものとする。 

 

●議会からの政策提言 

【審議等の状況】（審議済み：先ずは議員間討議の充実を優先させる） 

2-3 事業評価を行います。 ●行動指針の評価 

【審議等の状況】（審議済み：議会改革特別委員会で任期内に評価を行う） 

 

３ 行政との連携 
 

 3-1 常に対等な立場で議論

を行います。 

 

●質問・答弁のあり方を検討する 

【審議等の状況】（一部審議済み） 

 

 

 ◆一問一答方式：時間、様式 状況に応じ、議会運営委

員会にて審議が行われてい

る。 

◆議事日程のあり方の検討 

◆総括質問の復活：時間、様式 

◆各特別委員会での質問のあり方 

◆反問権の付与 

【審議等の状況】（審議済み：反問権は付与しない） 

 導入された議会では行使

されていない場合も多く、総

合的に考慮した結果、現状で

は必要ないものと判断した。 

3-2 無駄を改善し、合理化を

図ります。 

●ＩＣＴ化に向けた取り組み 

【審議等の状況】（実施済み・申し送り：今後も引き続き、効果的な運用がで

きるよう各議員協力のもと議会事務局で情報を取りまとめ

ていくと共に、併せてリモート会議についても検討を進める

必要あり） 

 

タブレット端末の本格運

用から３年を過ぎ、使用す

るシステムの効率化と経費

のスリム化を図ってきた

が、今後もより一層の効率

化を目指し、リモート会議

の導入の検討を進めること

を申し送る。 
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●会派から出された案件について＜総括＞ 

項目 審議等の状況 
総  括 

（成果など） 

◆議会事務局における法規など

の専門的職員の配置 
（審議済み：方向性の確認） 

行政経験などがあり法規や議会運営に詳しい方などを議会側が

選定し、議会事務局職員として活用できるよう、行政側と協議して

求めていくことが望ましいとした。 

◆他市議会との交流 （審議済み：方向性の確認） 

宗谷管内での議会同士の交流や、友好都市交流でも議会同士で踏

み込んだ研修ができる場を作るべきとの意見が出された。 

このため、先ずは友好都市との交流について、勉強会や情報交換

も含めて、より一層深めていくことを確認した。 

◆議員定数・議員報酬・各種手当 （審議済み：結論に達せず） 

議員定数は現状維持、削減、報酬と連動させるという案が出され

議論を交わしたが合意に至らず、併せて関連する報酬・手当につい

ても結論を出すに至らなかった。 

しかし、次期選挙に出る方も考慮し、定数に係る条例改正案を提

出する場合は、令和３年度中に提案することが望ましいことを、本

委員会で確認した。 
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